
受付できるもの

・米
・調味料（塩、砂糖、油等）
・保存食品
（缶詰、インスタント食品、レトルト食品）
・乾物
（乾麺、のり、乾燥昆布等）
・飲料
（アルコール類を除く）
・お菓子

問合せ先 電話 0241－62－2061（南会津地方振興局 県民環境部）

オモテ

「フードドライブ」は、ご家庭で余っている食品をご提供いただき、社会福祉団体を通
じて生活支援が必要な方などに寄付する活動です。
「もったいない」を、生活支援が必要な方にお渡しすることで、「ありがとう」に変え

ましょう！
このフードドライブに参加いただきながら、各家庭における食品ロスやごみの削減につ

いて考えてみませんか？

【南会津町】
① 福島県 南会津地方振興局 県民環境部
（南会津町田島字根小屋甲 4277-1）
② 南会津町 環境水道課
（南会津町田島字後原甲 3531-1）
③ 南会津町 舘岩総合支所 振興課
（南会津町松戸原 50 ）
④ 南会津町 南郷総合支所 振興課
（南会津町山口字村上 864 ）
⑤ 南会津町 伊南総合支所 振興課
（南会津町古町字舘跡 998 ）

受 付 場 所

受付できないもの

・生鮮食品（鮮魚、野菜等）
・開封済みのもの
・賞味期限が記されていないもの
（米、塩等を除く）
・保存期限が１ヶ月未満のもの
・冷凍食品
・アルコール類
（調理酒、みりん等を除く）

【下郷町】
① 下郷町 町民課
（下郷町大字塩生字大石1000）

【只見町】
① 只見町 社会福祉協議会
（只見町大字長浜字唱平60）

【檜枝岐村】
① 檜枝岐村 住民課
（檜枝岐村字下ノ原880）



問合せ先 福島県南会津地方振興局 県民環境部 電話 0241－62－2061

１０月は食品ロス削減月間
１０月３０日は食品ロス削減の日 です！

食品ロスは、食べられるのに捨てられてしまうものです。
家庭で発生する例） ・手つかずの食品 ・食べ残し ・過剰除去（皮の剥きすぎ等）

食品ロスとは？

☑ 買いすぎない ⇒ 必要な物を、必要な量だけ、必要な時に買いましょう。

☑ 食べきる ⇒ よく考えて調理、注文し、できるだけ食べきりましょう。

☑ 使い切る ⇒ 食材は、工夫して調理・保存し、上手に使い切りましょう。

食べきれない、使い切れないときは「フードドライブ」を活用しましょう！

食品ロスを減らすには？

【ＰＲ】福島県環境アプリも活用しよう！
福島県環境アプリは、各市町村のごみ収集日を通知してくれる便利なアプリです。
日々のエコ活動（エコアクション）や連携店で獲得したポイントで、
県産品などの抽選に応募できます。投稿機能を使えばエコアクションの共有も可能！
この機会に福島県環境アプリで一緒にエコアクションしませんか。

※農林水産省ＨＰより
（https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2310/spe1_01.html）

ウラ


